
  

                            答 申 第 ８ ６ 号  
                            平成２０年３月２８日 
 

千 葉 県 知 事   様 
 

千葉県個人情報保護審議会 
会 長      原 田  三 朗 

 
 

異議申立てに対する決定について（答申） 
平成１８年８月１１日付け障第４６６号の 2 による下記の諮問について、別添のとお

り答申します。 
記 

平成１３年６月２５日付けで異議申立人から提起された、平成１８年５月１１日付けで

行った自己情報不存在等通知の取消しに伴い、同日付け障第１２８号で行った自己情報

部分開示決定及び同日付け障第１２９号で行った自己情報開示決定に係る異議申立てに

対する決定について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

諮問第６１号 
答 申  

 
１ 審議会の結論 

千葉県知事（以下「実施機関」という。）が、平成１８年５月１１日付け障第１２８ 
号で部分開示決定及び同日付け障第１２９号で開示決定（以下両決定を併せて「本件

決定」という。）した異議申立人の開示請求に係る別表に掲げる文書（以下「本件文書」

という。）について、千葉県個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）は、次の

とおり判断する。 
（１）実施機関が本件決定において非開示とした次の部分は開示すべきである。 
  ① 別表(ａ)の意見聴取担当委員氏名及び印影 

② 別表(ｂ)の第１合議体委員長氏名、意見聴取担当委員氏名及び印影 
③ 別表(ｅ)の意見聴取担当委員氏名 
④ 別表(ｆ)の「生活歴及び現病歴」欄の陳述者氏名及び続柄以外の部分 

（２）実施機関が行ったその他の決定については妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
（１）自己情報開示請求 

異議申立人は、平成１３年６月７日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護

条例の一部を改正する条例（平成１７年千葉県条例第１７号）による改正前の千葉

県個人情報保護条例（平成５年千葉県条例第１号。以下「条例」という。）第１６条

第１項の規定により、「私の退院請求に関する調査担当者（２名）としての千葉県精

神医療審査会に対する報告書」、「上記審査会としての総まとめの意見書」及び「私

の退院請求に関して今日までに私に開示されていないすべての文書」の開示請求（以

下「本件請求」という。）を行った。 
（２）本件請求の対象 

本件請求の対象は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号。以下「精神保健福祉法」という。）第３３条の規定により△△年△月に

医療保護入院となった異議申立人が、精神保健福祉法第３８条の４の規定により提

出した退院請求に基づき、同年●月に千葉県精神医療審査会（以下「医療審査会」

という。）が行った当該医療保護入院の要否の審査に関する個人情報である。 
（３）本件請求に対する決定、異議申立て 

実施機関は、上記（２）に関する△△年度の医療審査会関係文書を保存期間（５

年）の経過により廃棄していることから、平成１３年６月１８日付け障第３０１号

で自己情報不存在等通知（以下「当初不存在決定」という。）を行ったため、異議申

立人は平成１３年６月２５日付けで異議申立てを行った。 
（４）当初不存在決定の取消し、再決定 
    上記（３）の異議申立てに対し、実施機関において保有文書を再度調査したとこ

ろ、□□年度の公文書・自己情報開示請求関係の簿冊中に△△年当時の異議申立人

の退院請求に係る文書の写しが存在していたため、当初不存在決定を取消し、本件



  

文書を特定したうえで、本件文書の非開示部分は条例第１５条第２号又は第４号に

該当するとして本件決定を行った。 
（５）審議会への諮問 

実施機関は、当初不存在決定は取消したものの、その後に行った本件決定にも当

初の異議申立ては及ぶものと判断し、千葉県個人情報保護条例の一部を改正する条

例（平成１７年千葉県条例第１７号）による改正後の千葉県個人情報保護条例（平

成５年千葉県条例第１号。以下「現条例」という。）第４６条第１項の規定により、

平成１８年８月１１日付け障第４６６号の２により審議会に諮問（以下「本件諮問」

という。）したものである。 
 
３ 異議申立人の主張要旨 
（１）異議申立ての趣旨 
   本件決定の取消しを求めるものである。 
（２）異議申立ての理由 

概ね以下のとおりである。 
ア □□年□月に退院請求に関して自己情報開示請求をしている。この中に今回開

示請求した対象文書も含まれており、保存期間経過による不存在とはならない。

平成１３年当時は提訴中だったので実施機関の都合で不存在とし、裁判が終了し

たので存在を認めたとしか考えられない。 
イ 実施機関の対応には誠意がなく信憑性がない。 
ウ 平成１７年４月に今回の異議申立ての対応方針について実施機関から協議があ

ったが到底受け入れられない非常識な内容だった。 
エ 実施機関が提訴に際し裁判所に提出した医療審査会議事録では第１合議体委員

の氏名、委員長のサイン等が開示されている。 
オ 医療審査会の第１合議体委員長は、私に劇薬を隠し飲ませた医師と親しい仲で

あり、この第１合議体で退院請求の審査をしたことは違法である。 
   カ 退院請求に関する自己情報についての開示請求は□□年□月、平成１３年６月

の２度行っているが、開示してほしい箇所が一字も開示されていない文書の写し

を受け取ったのは平成１８年５月である。実施機関には誠意のカケラも感じられ

ない。平成１７年千葉県条例第１７号よりも厳しい全部の開示を請求する。 
 

４ 実施機関の説明要旨 
（１）対象文書について 

本件文書は、異議申立人から△△年●月●日付けで受理した退院請求に基づき、

医療審査会に意見を求め、医療審査会の意見聴取担当委員２名が病院に出向き、意

見聴取を行った結果を△△年▲月▲日の第１合議体において報告し、医療保護入院

の要否について審査を行い、その結果を医療審査会会長から実施機関に答申し、実

施機関から当該退院請求に係る審査結果を異議申立人、保護者、病院管理者あてに

通知したこと等に関する一連の文書の写しである。文書名及び決定区分は別表のと

おりである。 



  

（２）条例第１５条第２号該当性について 
     本号に該当するとして非開示とした項目及び理由は次のとおりである。 

ア 項目 
① 別表(ａ)及び(ｂ)の意見聴取担当委員の氏名及び印影並びに別表(ｅ)の意見聴取

担当委員の氏名 
② 別表(ｂ)の第１合議体委員長の氏名 
③ 別表(ｂ)の「２．意見聴取の状況」欄の「その他関係者」の氏名及び職名 

      ④ 別表(ｆ)の「生活歴及び現病歴」欄の陳述者氏名及び続柄 
⑤ 別表(ｆ)の「診断した精神保健指定医氏名」欄の氏名及び印影 

イ 非開示とした理由 
   上記アの項目は開示請求者以外の個人の個人情報である。 
   また、条例１５条第２号ただし書では、「当該開示請求者以外の個人の権利利益を

侵害するおそれがないときを除く。」と規定されているが、医療保護入院は本人の同

意を得ることなく入院させるものであり、上記アの項目は、いずれの場合もその氏

名が開示されれば審査結果等への不満から開示請求者以外の個人の日常生活に影響

を及ぼすような追及等がなされるおそれを否定できないことから、その権利利益を

侵害するおそれがあるものとして非開示としたものである。 
（３）条例第１５条第４号該当性について 
   本号に該当するとして非開示とした項目及び理由は次のとおりである。 

ア 項目 
① 別表(ａ)の「病院管理者意見」欄及び別表(ｃ)の意見欄 
② 別表(ａ)の「保護義務者意見」欄及び別表(ｄ)の意見欄 
③ 別表(ａ)及び(ｂ)の「調査員の印象その他」欄 
④ 別表(ｆ)の「病名」欄、「生活歴及び現病歴」欄の陳述者氏名及び続柄以外の部

分並びに「現在の病状又は状態像」欄のローマ数字、算用数字、ローマ字及び医

師が診察の上入院者の病状又は状態像について記載した部分 
イ 非開示とした理由 

上記①及び④は医学的診断に関する評価・判断、②は入院者の日常行動や身体

の症状等に関して述べた評価・判断、③は入院者等からの意見聴取や入院者を診

察した医学的診断に関する評価・判断に関する情報であるが、いずれも開示を前

提とせずに記録された評価等に関する情報であり、開示した場合、正確な情報、

意見の記録又は適正な診断、審査が行われなくなることも考えられ、医療保護入

院及び医療審査会審査事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるため

非開示としたものである。 
 
５ 審議会の判断 
（１）本件文書の特定の妥当性について 

本件請求のうち、「私の退院請求に関して今日までに私に開示されていないすべて

の文書」とあることから、本件文書の特定の妥当性について検討する。 
異議申立人は、退院請求に関する文書について２回にわたり自己情報開示請求を



  

行っている。１回目の開示請求は□□年□月になされ、実施機関は部分開示決定等

を行っており、２回目が本件請求である。 

審議会が確認したところ、実施機関が現在保有している異議申立人の退院請求に

係る一連の文書の写しについては、この２回の開示請求を通じて全て開示若しくは

部分開示されており、他に本件請求に該当する文書があるという積極的な根拠も指

摘できないところから、本件文書を対象文書として特定した実施機関の判断は妥当

と認められる。 
（２）条例第１５条第２号該当性について 
   本号は、開示することにより、開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうこと

を防止するために定められた非開示情報である。 
   そして、本号に該当するためには当該情報が開示請求者以外の個人の個人情報で

あって、かつ、本号ただし書に該当しないことが必要である。 
   そこで、以下検討する。 
    ア 実施機関は、本件文書のうち次の項目について本号に該当するとして非開示と

している。 
① 別表(ａ)及び(ｂ)の意見聴取担当委員の氏名及び印影並びに別表(ｅ)の意見聴

取担当委員の氏名 
② 別表(ｂ)の第１合議体委員長の氏名 
③ 別表(ｂ)の「２．意見聴取の状況」欄の「その他関係者」の氏名及び職名 

        ④ 別表(ｆ)の「生活歴及び現病歴」欄の陳述者氏名及び続柄 
⑤ 別表(ｆ)の「診断した精神保健指定医氏名」欄の氏名及び印影 

イ 上記アの項目は、いずれも開示請求者以外の個人の個人情報である。 
ウ しかしながら、実施機関は、異議申立人の提訴による民事訴訟に関する証拠書

類として、医療審査会の意見聴取担当委員及び第１合議体委員長の氏名（以下「委

員個人情報」という。）が記載された医療審査会第１合議体の議事録（以下 「議

事録」という。）を裁判所に提出しており、異議申立人は当該議事録を○○年○月

に入手している。この客観的事実から、実施機関は異議申立人に委員個人情報が

了知されることを勘案したうえで当該委員の権利利益の侵害のおそれがないと判

断していたと考えられる。よって、本件において当該委員個人情報を開示するこ

とで、日常生活に影響を及ぼすような追及等がなされるおそれがあるという実施

機関の主張には合理的根拠が欠けていると言わざるを得ない。 
エ したがって、上記アの①及び②の項目については、意見聴取担当委員の権利利

益を侵害するものとまでは言えず、本号ただし書に該当するものとして開示が相

当である。 
オ 上記アの③、④及び⑤については、本号ただし書に該当する事情は見受けられ

ず、当該情報は非開示が相当である。 
（３）条例第１５条第４号該当性について 

  本号は、指導、相談、選考、試験、診療その他の評価等の適切な執行を確保する

ために定められた非開示情報である。 
  そして、本号に該当するためには、評価又は判断を伴う事務事業に関する情報で



  

あり、かつ、当該情報を開示することにより、当該事務事業の適正な執行に著しい

支障が生ずるおそれがあることが必要である。 
  そこで、以下検討する。 

ア 実施機関は、本件文書のうち次の項目について本号に該当するとして非開示と

している。 
① 別表(ａ)の「病院管理者意見」欄及び別表(ｃ)の意見欄 
② 別表(ａ)の「保護義務者意見」欄及び別表(ｄ)の意見欄 
③ 別表(ａ)及び(ｂ)の「調査員の印象その他」欄 
④ 別表(ｆ)の「病名」欄、「生活歴及び現病歴」欄の陳述者氏名及び続柄以外の

部分並びに「現在の病状又は状態像」欄のローマ数字、算用数字、ローマ字及

び医師が診察の上入院者の病状又は状態像について記載した部分 
イ 上記①及び④は医学的診断に関する評価又は判断、②は入院者の日常行動等に

関して述べた評価又は判断、③は入院者等からの意見聴取や入院者を診察した医

学的診断に関する評価又は判断に関する情報である。 
④のうち「生活歴及び現病歴」欄の陳述者氏名及び続柄以外の部分については、

客観的な事実を記載したものであって、評価又は判断を伴うものではなく、本号

に該当しないため開示することが相当である。 
ウ 次に、事務事業への支障について検討すると、入院者本人の意思に関係なく、

保護義務者の同意と指定医の診断結果によって入院となる医療保護入院の性質上、

当該情報を開示した場合、その内容をめぐり種々の軋轢や紛争を生じさせる可能

性を否定することはできない。そして、トラブルを未然に避けるために、記載内

容が簡略化されるなど形骸化され、ひいては医療保護入院の要否を適正に判断す

ることができなくなり、医療保護入院及び退院請求審査事務の適正な執行に著し

い支障が生ずる可能性があることは否定できない。 
エ 以上のことから、上記アのうち、④の「生活歴及び現病歴」欄の陳述者氏名及

び続柄以外の部分を除いた項目については非開示とすることが相当である。 
（５）結論 

以上のことから、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 異議申立人及び実施機関双方のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会

の判断に影響を及ぼすものではない。 
 
６ 附言 
（１）文書管理上の問題点について 

「２ 異議申立ての経緯」で述べているとおり、△△年当時の異議申立人の退院請

求に関する文書の原本は、保存期間（５年）の経過により廃棄されており、平成１

３年６月の本件請求時にはこれを理由に当初不存在決定がなされていた。 
しかしながら、当該文書は、実施機関から医療審査会に審査を求めるという事務

の性質から、△△年度当時の文書保存基準である千葉県文書規程（昭和６１年千葉

県訓令第１３号）第４３条第１項別表第４の「諮問、答申等に関する文書」に該当

するものとして、保存期間を１０年として取り扱うべきであったと思われる。事実、



  

実施機関は平成１４年度から当該文書の保存期間を１０年に変更していることから

も、文書管理に適切さを欠いていたと考えざるを得ない。 
（２）本件諮問の遅延について 

開示決定等に対する不服申立てを受けた実施機関は、速やかに審議会に諮問を行

うこととされているが、本件諮問は、平成１３年６月２５日に異議申立てを受けて

から５年余りが経過した平成１８年８月１１日に行われている。 
実施機関の説明によれば、事務引継ぎの不備により当該異議申立ての存在が平成

１６年度まで失念されており、その後も関係機関との協議等に時間を要したため本

件諮問が平成１８年度に至ったということである。 
（３）現条例は、その目的として「個人の権利利益の保護を図るとともに県政に対する

信頼の確保に資すること」（第１条）を掲げている。この「権利利益」には、自己の

秘密が公開されない利益等のほかに自己の情報を知る権利利益も含まれ、また、こ

れら権利利益の保護を的確に図ることが「県政に対する信頼の確保」に結びつくも

のであるとされている。実施機関の一連の対応はこうした個人情報保護制度の目的

を損ないかねないものであり、審議会としては大変遺憾である。 
実施機関においては上記（１）及び（２）に係る対応を改めて検証し、再発防止

に努められたい。 
 
７ 審議会の処理経過 
  審議会の処理経過は別紙のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

別表 

文書記号 文書名 本件決定区分 

(ａ) 意見聴取結果報告書（１） 部分開示決定 

(ｂ) 意見聴取結果報告書（２） 部分開示決定 

(ｃ) 意見書（病院管理者分，(ｂ)の別紙） 部分開示決定 

(ｄ) 意見書（保護義務者分，(ｂ)の別紙） 部分開示決定 

(ｅ) 別紙１ 退院請求等の受理・審査の概要 部分開示決定 

(ｆ) 医療保護入院者の入院届 部分開示決定 

(ｇ) 審査結果通知書 開示決定 

(ｈ) 「退院等の請求にかかる審査結果について」の 
起案文書（表・裏） 開示決定 

(ｉ) 「退院等の請求にかかる審査結果について」の 
案の２（保護義務者あて） 開示決定 

(ｊ) 「退院等の請求にかかる審査結果について」の 
案の３（病院管理者あて） 開示決定 

(ｋ) 同意書 開示決定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

別紙 
 

審 議 会 の 処 理 経 過 
 

年 月 日 処  理  内  容 

平成１８年 ８月１１日 諮問書の受理 

平成１９年 ２月１６日 実施機関の理由説明書受理 

平成１９年 ３月１６日 異議申立人の意見書受理 

平成１９年１０月１５日 審議（第１５７回審議会） 

平成１９年１１月１９日 審議（第１５８回審議会） 

平成１９年１２月１７日 審議（第１５９回審議会） 

平成２０年 １月２１日 審議（第１６０回審議会） 

平成２０年 ２月１８日 審議（第１６１回審議会） 

平成２０年 ３月２４日 審議（第１６２回審議会） 

 
 
 
 
 
 


